
   

 

   

 

研究指導 平澤 賢一 教授 

就労系障害福祉サービスから一般就労への移行 
―会津若松市内の A 型・B 型事業所の事例から― 

 

大石 幸和   宍戸 琳   松平 優希 

1. 研究背景 

本研究のきっかけは，就労継続支援 A 型事業所

（以下，A 型事業所とする）の報酬改定による倒産や

障害者の解雇が問題1になっていることを知ったこと

である．  
A型事業所は，障害者総合支援法における就労

系障害福祉サービスの一種であり「一般企業に雇用

されることが困難であって，雇用契約に基づく就労が

可能である者に対して，雇用契約の締結等による就

労の機会の提供及び生産活動の機会の提供」を

行っている事業所のことである．就労系障害福祉

サービスには，就労継続支援B型事業所もある（以下，

B型事業所とする）．B型事業所は，「一般企業に雇

用されることが困難であって，雇用契約に基づく就労

が困難である者に対して，就労の機会の提供及び生

産活動の機会の提供」を行っている事業所である2． 

A型事業所は2024年3~7月に全国で329事業所が

閉鎖され，働いていた障害者の少なくとも約5千人が

解雇や退職となった．3障害者の年間解雇者数の過

去最多記録は約4千人であり，退職者を含むものの，

わずか5カ月でかつてない規模になっている．また，

報酬改定からA型事業所をB型事業所に変更する，

A・B型の両方の性質をもった多機能型事業所にす

る動きも高まっている． 

このようにA型事業所の倒産，またはB型事業所へ

の変更が続くことで最低賃金が保証されない障害者

が増加する可能性があるのではないかと考えた．最

低賃金が保証される働き方としてはA型事業所での

就労以外に一般就労が挙げられる．A型事業所の役

割は一般就労が困難な人を対象に就労機会の提供

や訓練を実施するサービスで，一般就労することを

絶対的な目標としたサービスではない．しかし，事業

所での就労や訓練を通じて一般就労も可能になる場

合がある．一方では，2017年の報酬改定によって，

障害者が必ずしも自分の本意ではない中で企業へ

の就職を促された事例もある（濱田,2018,p.76 ）．令

和6年度（2024）の報酬改定でもこのように事業所の

都合で障害者の一般就労への移行が行われている

のではないか．このことから，A型事業所の報酬改定

 
1 一般社団法人，福祉経営研究機構（2024）より 
2厚生労働省, 障害者の支援対策の状況（2025）より 
3 Yahoo!ニュース，2024-12-22 より 

に着目してA型事業所から一般就労への移行の現

状を明らかにすることとした．  

 

2. 研究目的 

A型事業所から一般就労への移行のプロセスを明

らかにし,令和 6 年度（2024）の報酬改定に着目して

A 型事業所から一般就労への移行の現状を明らか

にすることを本研究の目的とする． 

 

3. 研究の意義 

A 型事業所から一般就労への移行に関する先行

研究では，A 型事業所から一般就労するまでの詳細

なプロセスが明らかにされていない（多田・細羽,2018,

伊藤,2010）.また，A 型事業所から一般就労への移

行を A 型事業所の報酬改定に着目して研究した先

行研究も見られなかった． 

本研究の意義は，先行研究で見られなかった報

酬改定の観点から,A 型事業所から一般就労への移

行に焦点をあてたことである． 

 

4. 用語の説明 

4.1 障害者とは 

「障害者」とは，身体障害，知的障害又は精神障

害（発達障害を含む．）その他の心身の機能の障害

がある者であつて，継続的に日常生活又は社会生

活に相当な制限を受ける者をいう4． 

なお,本稿では,障害者基本法に準拠し,「障がい

者」ではなく,「障害者」と表記する. 

4.2 障害者雇用率制度 

障害者雇用率制度とは，従業員が一定数以上の

規模の事業主が従業員に占める身体障害者・知的

障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上に

する義務があることを指している5． 

2025年3月時点で，民間企業の法定雇用率は

2.5%である.つまり,従業員を40人以上雇用している

事業主は，障害者を1人以上雇用しなければならな

い．民間企業における雇用率設定基準は図表1のと

4 内閣府，障害者基本法第一章第二条（2013）より 
5 障害者雇用促進法 43 条第 1項より 



   

 

   

 

おりである．障害者を雇用しなければならない対象

事業主には，毎年6月1日時点での障害者雇用状況

をハローワークへ報告することに加え，障害者の雇

用の促進と継続を図るための障害者雇用推進者」の

選任という努力義務がある6． 

 

図表 1 民間企業における雇用率設定基準 

 
出所:厚生労働省（2024），「障害者雇用率制度について」より

筆者作成 

 

4.3 障害者に対する就労支援について 

厚生労働省によると，障害者総合支援法における

就労系障害福祉サービスには，就労移行支援，就

労継続支援A型，就労継続支援B型，就労定着支援

の4種類のサービスがある7． 

 

就労継続支援 A型   
一般企業に雇用されることが困難であって，雇

用契約に基づく就労が可能である者に対して，雇

用契約の締結等による就労の機会の提供及び生

産活動の機会の提供を行う．  

就労継続支援 B型  
一般企業に雇用されることが困難であって，雇

用契約に基づく就労が困難である者に対して，就

労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行

う．  

就労移行支援  
就労を希望する障害者であって，一般企業に

雇用されることが可能と見込まれる者に対して，一

定期間就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行う．  

就労定着支援  
就労移行支援等を利用して，一般企業に新た

に雇用された障害者に対し，雇用に伴う生じる日

常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に

関する相談，指導及び助言等の必要な支援を行

う． 

 

 
6 障害者雇用促進法 43 条第 7項より 
7 厚生労働省, 障害者の支援対策の状況（2025）より 
8 厚生労働省（2024）より  

5. 就労系障害福祉サービス等報酬改定に
ついて 

厚生労働省は経営状況の改善や一般就労の移

行等を促すため，スコア方式による評価項目を以下

のように見直しを行った8． 

  

(1) 労働時間の評価について，平均労働時間が長

い事業所の点数を高く設定する．  

(2) 生産活動の評価について，生産活動収支が賃

金総額を上回った場合には加点，下回った場

合には減点する．  

(3) 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くする

など，各評価項目の得点配分の見直しを行う．  

(4) 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向

上に向けた支援の取組を行った場合について

新たな評価項目を設ける．  

(5) 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連

続で経営改善計画書を提出しており，指定基準

を満たすことができていない事業所への対応と

して，新たにスコア方式に経営改善計画に基づ

く取組を行っていない場合の減点項目を設ける． 

  

6. 障害者の働く現状について 

6.1 障害者雇用状況 

令和 6年の 6月 1日時点で，民間企業（常用労働

者数が 40.0 人以上の企業:法定雇用率 2.5%）に雇

用されている障害者の数は 677,461.5人で，前年（令

和 5 年）より 35,283.5 人増加（対前年比 5.5%増）し，

21年連続で過去最高を更新した． 
実雇用率は，今年（令和 6 年）から新たに報告対

象となった常用労働者数が 40.0~43.5人未満規模の

企業では 2.10%であった．また，従来から報告対象

であった企業を規模別に見ると，43.5~100 人未満で

1.95%（前年は 1.95%），100~300人未満で 2.19%（同

2.15%），300~500 人未満で 2.29%（同 2.18%），

500~1,000 人未満で 2.48%（同 2.36%），1,000 人以

上で 2.64%（同 2.55%）と，全ての企業規模で前年よ

り増加した．なお，1,000 人以上規模の企業は，実雇

用率が法定雇用率を上回っている9． 

6.2 A 型事業所から一般就労への移行状況 

就労系障害福祉サービスから一般就労への移行

者数は，令和 5年においては前年比約 9%増となり，

約 2.6 万人であった．また，A 型事業所の移行者数

は令和 4年より 657人増加している10． 
図表 2 は，一般就労への移行者数の推移を示し

ており，就労系福祉サービスから 10 年間増加し続け

9 厚生労働省，令和 6 年障害者雇用状況の集計結果より 
10 社会福祉施設等調査（2025）より 



   

 

   

 

ていることが分かる．就労系障害福祉サービスの中

でも，A 型事業所が 10 年前と比較して，約 3.7 倍も

移行者数が増加していることが読み取れる． 

 

図表 2 一般就労への移行者数の推移 

 
出所:厚生労働省（2024），「一般就労への移行者数の推移」

より筆者作成 

 

一方，図表3はサービス利用終了者に占める一般

就労への移行者割合の推移を示している．図表3か

ら，就労移行支援の移行率は平成30年以降5割を超

えていることが分かる．そして，A型事業所とB型事業

所の数は前年と比較して増加しているものの、その

伸び率は低調であることが読み取れる． 

また，2024年4月から法定障害者雇用率が2.3％か

ら2.5％に引き上げられ，さらに2026年7月には2.7％

に達することや，精神障害者が法定雇用率の算定基

礎に加えられることを背景に，民間企業における障

害者雇用への関心が高まっている．これらの政策改

正と制度の変更により，就労関係事業所の整備が進

むとともに，福祉サービス利用者の一般就労への移

行が促進され，今後も移行者数が増加し続けると推

測される． 

 

図表 3 サービス利用終了者に占める一般就労への移

行者割合の推移 

 
出所：厚生労働省（2024），「一般就労への移行率の推移」よ

り筆者作成  

 
11 厚生労働省（2023）より 

7. A 型事業所の現状と課題 

7.1 A 型事業所数と利用者人数 

図表 4は，A型事業所数と利用者数の推移を示し

ている．A 型事業所は，令和 6（2024）年 7 月時点で

事業所数は 4,472 事業所，利用者数は 87,262 人で

ある．利用者数及び事業所数は，平成 28（2016）年

までは大きく増加していたが，伸び率は収まってきて

いる．伸び率が収まった要因として平成 29（2017）年

4 月からの指定基準の見直しが挙げられる．また，令

和 6（2024）年 3月から 7月にかけて事業所数と利用

者数が減少しているのは，令和 6（2024）年度の報酬

改定が大きく影響しているのではないか． 

 

図表 4 就労継続支援 A 型事業所と利用者数の推移 

 
出所:厚生労働省（2024），「就労継続支援 A 型の状況に

ついて」より筆者作成 

 

7.2 A 型事業所の経営状況 

A型事業所の収益率を比較すると，令和2（2020）

年度の4.2%から令和4（2022）年度には2.9%へと1.3

ポイント低下している11．そして，A型事業所における

生産活動の状況を確認したところ，生産活動の収益

が利用者の賃金総額を下回っている事業所は3,715

事業所（経営状況を確認した事業所）のうち1,882事

業所（50.7%）であった12．A型事業所は経営面で厳

しい状況に直面しており，事業所の存続が難しくなっ

ているということが示唆される．  

7.3 悪しき A 型事業所の実態 

木下（2018）は，悪しきA型事業所の存在を述べて

いる． 

 

企業の参入が相次ぎ、事業所は 6年間で倍に

急増したが、公的な補助金を目当てに開業し、

障がい者に適切な仕事を与えない悪質な事業

所も増えているとみられる。（木下,2018,p.48）   

12 厚生労働省（2024）より 



   

 

   

 

また，厚生労働省は不適切な事業運営の事例とし

て以下の 3つの事例を挙げている13 ．  
 

(1) 生産活動の内容が不適切と考えられる事例  

就労機会の提供に当たり、収益の上がらない

仕事しか提供しておらず、A型事業所の収益だ

けでは、最低賃金を支払うことが困難であると考

えられる事例。 

(2) サービス提供の形態が不適切と考えられる事例 

A 型事業所のサービス提供に当たり、利用者

の意向や能力等を踏まえた個別支援計画が策

定されていない事例や、長く働きたいという利用

者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働

時間を一律に短時間（例：1 週間の所定労働時

間が 20 時間）としている事例など、サービス提

供に当たっての形態が不適切な事例。 

(3) 一定期間経過後に事業所を退所させている事

例 

A 型事業所の利用に当たり、利用してから一

定期間が経過した時、利用者の意向にかかわ

らず、B 型事業所に移行させるなど、不当に退

所させていると考えられる事例。 
 

以上のような悪しき A 型事業所の増加を受け，平

成 29（2017）年に指定基準改正が行われた． 

7.4 一般就労希望率と就職活動率 

「令和 3 年度障害者総合福祉推進事業，就労継

続支援 A型事業における就労継続及び一般就労へ

の移行支援の実態把握に関する調査研究」により，

以下のことが明らかとなった14． 
A 型事業所の利用者の中で一般就労の希望があ

れば，就職活動を実施している事業所は 297件に対

し，一般就労の希望を満たしていない事業所は 918

件ある．しかし，それに対して事業所の利用や訓練

を通じて一般就労も可能になった障害者が 1 名いる

A 型事業所が 298 件，2 人いる事業所が 232 件ある

ことが分かる．     
このことから，一般就労したくてもできない障害者

が多く存在していたことが分かる． 

 

8. 先行研究 

8.1 障害者雇用に関する先行研究 

金（2016）は，障害者雇用による経営上のメリットや

効果について，障害者雇用の効果として法定雇用率

の達成と企業のイメージ改善を評価すると答えた企

業の割合が多くなっていたと述べている

（金,2016,p.37）. 

 
13 厚生労働省（2015）より 

8.2 A 型事業所に関する先行研究 

 

図表 5 就労系障害福祉サービスの位置づけ 

 
出所：江本（2021），p.9より筆者作成 

 

江本（2021）は，就労系障害福祉サービスの位置

づけをしている（江本,2021,p.9）．図表3は江本（2021）

による位置づけの図を参考に筆者らが作成したもの

である．ここから,A型事業所が福祉的就労と保護雇

用の間に位置づけられていることが分かる． 

 

また，金谷ら（2024）は障害者就労継続支援A型

事業所の経営実態を分析している．そこで，A型事

業所は生産活動収入が多いと利益率が高くなり，そ

れに対して一般就労への移行率は若干低くなると述

べている． 
 

生産活動収入が多いと、賃金、指導基準の順

守および利益率は有意に高かったが、一般就

労先への移行率および一般就労先での定着率

は若干だが低いという対比があった。 

（金谷ら,2024,p.96）   

 

また，木下（2018）は A型事業所の仕事内容につ

いて，A型事業所の仕事内容は最低賃金に見合っ

ていないと述べている．さらに，国の制度や自治体の

チェック体制が甘いために，補助金に依存せずにい

られないA型事業所が増加していると指摘している
（木下,2018,pp.47-48）. 

8.3 A 型事業所から一般就労への移行に関する

先行研究 

伊藤（2010）は，A型事業所は制度設計上終身雇

用的な職場であるが，保護的な環境で生涯働くこと

は障害者の発達や自立において健全とは言えない

ため，より開かれた就労の場へと移行することは大切

であると述べている(伊藤,2010,p.115)．その中で，よ

り開かれた就労の場とは一般就労を指している． 
 

また，伊藤（2010）はA型事業所の調査を通じて，

その在り方に対する意識を3つに分類している（伊

藤,2010,p.115）． 

14 令和 3 年度障害者総合福祉推進事業（2022）より 



   

 

   

 

1. A 型事業所も一般就労への移行を目指すべき

である． 

2. A型事業所は終身雇用の場である．  
3. 以上の 2 つのどちらかを利用者が選ぶことがで

きる． 

8.4 過去の報酬改定に関する先行研究 

 多田・細羽（2018）は，平成 27 年度の報酬改定に

よってA型事業所の働きやすさが失われる可能性が

ると述べている．   
 

障害福祉サービス等報酬改定では週30時間の

勤務が求められるが，この改定は特に労働時間

の配慮が必要な精神障害者にとっては，一般

就労への移行の推進である以上にA型の「働き

やすさ」を失う可能性が懸念される。 

（多田ら,2018,p.53） 

 

濱田（2018）は，上場企業の出資した事業所が閉

鎖された際に，障害者が解雇されたり，必ずしも本意

ではない状況で企業への就職を促されたりしたと指

摘している．こうした事業所の実態からは，制度の隙

間をついて経営者の所得確保や企業の社会貢献と

しての PRなどに障害者が利用されてきた実態がうか

がえると論じている（濱田,2015,p.76）. 

 

江本（2021）は，2017年の指定基準の改定がA型

事業所の経営に大きく影響していると述べている． 

 

2017 年の指定基準改正は，事業主が利益優先

で不適切な事業運営することを抑制する効果は

みられた。しかし同時に，障害者の支援のため

に努力しながらも経営に苦慮する事業主にも，

大きな影響を与えている。 

（江本,2021,p.11） 

 

9. 障害者雇用に関する調査 

9.1 調査の概要 

2024年 8月，筆者ら 3名を含む所属ゼミの学生 8

名は，ゼミ活動の一環で「第 19回日経 IR・個人投資

家フェア 2024」に参加した．そこで，出展企業の障害

者雇用に対する取り組みを知ることを目的に IR 担当

者に対してインタビュー調査を行った． 

なお，事前に出展企業各社の法定雇用率を調べ

た上で参加した． 

 

質問項目は以下のとおりである． 

 

(1) 障害者雇用を行ったきっかけについて 

(2) 働いている障害者の障害について 

(3) 障害者の仕事内容について 

(4) 障害者に対する支援について 

9.2 調査の結果 

出展 84社中 61社の上場企業 IR担当者にインタ

ビュー調査を行った．  

・ 障害者雇用を行っていない企業:3社   

・ 法定雇用率を達成している企業:31社 

・ 身体障害者を雇用している企業:20社   

・ 知的・精神障害者を雇用している企業:14社  

・ 障害者と健常者の仕事内容が同じ企業:4社   

・ 特例子会社制度を利用している企業:6社 

 

（1） 障害者雇用を行ったきっかけについて   

・ 法規則や責任のため（建設業）．  

・ 社会的意義があるため（サービス業）．   
・ 法定雇用率の達成義務化により，取引先から障

害者を紹介されたため（不動産業）．   
 

（2） 働いている障害者の障害について 

・ 身体障害者（左腕がない方）や聴覚障害者を雇

用している（不動産）．   
・ 歩行に支障がある方や知的障害者，目が少し

悪い方を雇用している（建設）．   
・ 聴覚障害者を雇用している（電気機器）． 

 

（3）障害者はどのような仕事を行っていますか   

・ CAD図面の作成（建設）   
・ 事務作業（電気機器） 

・ ビルの清掃（サービス）   
・ ラッピングに利用するプレゼントシール，リボン

の作成（小売）   

・ 農園での作業（情報・通信，不動産など）  

 

（4）障害者に対する支援について 

・ 在宅勤務を推奨している．また，障害者が働き

やすい環境を作るために各部署で面談やヒアリ

ングを行っている（建設）．   
・ 障害者と一緒に仕事をする上で，コミュニケー

ションを大事にしている（医薬品）．   
・ 障害者と健常者で，仕事の棲み分けは特になく，

健常者と一緒に仕事をしている（建設）． 

・ 会社の中でダイバーシティーを推進しセミナー

などを行っているため、いい意味で障害者と障

害者を持っていない人の区別をしておらず、障

害者雇用に理解がある（建設）．   

・ 聴覚障害者の方には筆談やゆっくり話すことで

コミュニケーションを取っている（電気機器）． 

 



   

 

   

 

9.3 調査のまとめ 

調査の結果，業種によっては障害者雇用が難しい

ということが分かった．しかし，その中で障害者ができ

る仕事を探す工夫をしているということが分かった．さ

らに，障害者雇用を行う理由を尋ねたところ，法定雇

用率や社会的責任のためという企業が多かった．  

当フェアは個人投資家向けの IR活動を目的として

いたため，出展企業によっては障害者雇用について

質問されることを想定しておらず，回答に時間がかか

る場合があった．また，法定雇用率をよくわかってい

ない企業があり，逆に私たちに対して「法定雇用率っ

て何%でしたっけ」，「なんか障害者の法律があった

よね」と発言する場面もあった． 

事前に調査した中で障害者雇用に力を入れてい

る企業は，質問に対する対応も早く，参加していた従

業員のほとんどが障害者の社員の仕事内容や普段

の様子について把握していた．一方，法定雇用率を

満たしていない企業や有価証券報告書や Web サイ

トに記載していない企業は対応も遅く，障害者の社

員について詳しく知らない様子であった．   

ある企業からは，「障害者雇用を本当にしたいが，

募集をしてもまったく来ないことに悩んでいる」という

声も上がった．「法定雇用率達成のため、多くの障害

者が同業種の大手企業に就職してしまう」との回答も

得た． 

9.4 調査からの考察 

日経IRにおいて上場企業の障害者雇用に対する

取り組みを調査し，以下の3点に気づいた． 

第一に，障害者の受け入れ体制が整備されてい

ない状態で障害者雇用を行っていることだ． 

第二に，法定雇用率を達成することを目的とした

障害者雇用をしている企業が多く見られたことである． 

第三に，企業の障害者雇用が法定雇用率達成を

目的としていることが多く，障害者個別の支援が後回

しにされる傾向であることだ． 

企業は障害者を支援する場所ではなく，事業を行

い，利益を追及することが目的であるため，支援が後

回しになることは仕方のないことである． 

企業は福祉的雇用をしないため，採用後は必然

的に支援が薄くなると考えられ，採用前に一般就労

の力が身につけられていることが重要なのではない

か．つまり，A型事業所のような一般就労する前に訓

練できる場所が必要なのではないだろうか． 

このことから、この調査で対象とした様な上場企業

ではなく，A型事業所を研究対象とする．そして，利

用者が一般就労に移行する過程に着目し，実際に

一般就労の移行を調査する． 

A型事業所は,「一般企業に雇用されることが困難

であって，雇用契約の締結等による就労の機会の提

 
15 厚生労働省（2025）より 

供及び生産活動の機会の提供」15を行っている事業

所であり,実際にどのような支援が行われているのか，

また，適切な支援を行っているのかという疑問を持っ

た. また，報酬改定によりA型事業所が存続危機に

さらされている現状から，障害者を雇用する場所の

確保をしなければならないと考察したため ,インタ

ビュー調査を実施した． 

   

10. A 型・B 型事業所へのインタビュー調査 

10.1 インタビュー調査の概要 

2024年12月から2025年2月にかけて，会津若松市

内のA型事業所とB型事業所に半構造化インタ

ビュー調査を行った．実施方法は対面式である．会

津若松市内のA型事業所4事業所と，A型事業所か

らB型事業所に変更した1事業所にインタビュー調査

にご協力いただいた．   
 

A型事業所への質問項目は以下のとおりである．   

 

(1) A型事業所の賃金について   

(2) 利用者の人数   

(3) A型事業所から一般就労への移行の過程につ

いて 

(4) A型事業所の報酬改定による影響   

(5) 他のA型事業所やB型事業所の連携の有無   

(6) 一般就労を希望する障害者の人数 

(7) 利用者と支援者の一般就労に対する意識   

(8) 一般就労をした方の就職した企業とのつながり   

(9) A型事業所と民間企業との連携の有無 

(10) その他の回答 

10.2 倫理的配慮 

調査の目的・方法，プライバシーの保護について

は口頭で説明を行い，同意を得ている．また，許可を

得てインタビュー内容を録音し，後日，逐語記録を作

成した．  

10.3 インタビュー調査結果 

(1) A型・B型事業所の賃金について 

すべてのA型事業所で福島県の最低賃金である

時給955円を支払っていた．インタビューを行った事

業所のうち3事業所は1日の労働時間を5時間と定め

ており，給料の月平均は10万円程度であった．その

他の事業所は利用者に合わせた労働時間を定めて

いたため，利用者によって月の給料に変化がみられ

るが、安定した給料を支払っていた．さらに， 現段階

で最低賃金を支払うことが精一杯であるため，これ以

上最低賃金が上がると厳しいという発言があった．製

造業のA型事業所では，最低賃金が上がっても部品



   

 

   

 

の単価は変わらないため，A型事業所の利益を出す

ことが困難であるという課題を感じていた． 

また，今回B型事業所にも，利用者の賃金につい

て質問したところ，その事業所では仕事内容によっ

て時給600円，時給500円，時給200円のグループに

分けていることがわかった．A型事業所の賃金と比べ

て約300～700円の差があり，B型事業所の給料のみ

で生活することは困難である． 
 

(2) A型事業所の利用者数 

各事業所の利用者数は,以下のとおりである. 

なお,2024年 12月から 2025年 2月にかけての利

用者数である. 

  

A型事業所a：9名   

A型事業所b：14名   

A型事業所c：14名   

A型事業所d：11名 

   

利用者がサービス利用を停止する理由として，障

害によって仕事を続けることが困難になったから，一

般就労をするからという理由が挙げられた．   

 

(3) A型事業所から一般就労への移行の過程につ

いて 

A型事業所から一般就労への移行の過程は大きく

2つのパターンに分けられることが分かった．   

  

1. 利用者本人だけで就職活動を行う   

 利用者本人だけで、就職活動を行う場合は，さら

に2つのパターンに分けられる． 

 

① ハローワークで求人を見つける方法 

② 障害就業・生活支援センターに問い合わせる

方法 

 

利用者本人のみで就職活動を行うと，いくつかの

課題が生じる．例えば，求人票を読んだだけでは求

人票に書かれている仕事内容や労働条件を理解で

きない利用者がいる．そのため，長時間働く能力が

あるにもかかわらず，A型事業所で働いていたときよ

りも短い労働時間で雇用されるケースがあった。その

ため，給料が減ってしまい生活のためにアルバイトを

掛け持ちする利用者や，長く続かずに離職してしまう．

このことから，利用者本人のみで就職活動を行うと，

給料の減少や早期の離職といったケースが増加する

ことが分かる． 

 

2. 利用者と事業所の職員で就職活動を行う   

利用者と事業所の職員で就職活動を行う場合も，

さらに2つのパターンに分けられる． 

 

① 利用者が自ら求人を見つけ，事業所の職員が

サポートする方法 

② 事業所の職員が，利用者の希望や適性を確認

し，適した求人を探す方法 

後者の場合，「障害就業・生活支援センターの相

談支援員」が担当する場合と，「A型事業所の職員」

が担当する場合に分かれる．しかし，相談支援員が

担当するケースでは，企業側に利用者の障害特性

が正しく伝わっているかを把握しにくいという課題が

指摘された． 

今回インタビュー調査対象としたA型事業所では，

職員と一緒に就職活動を行った利用者が，一般就

労後離職する事例は見られなかった．このことから，

A型事業所の職員が利用者の就職活動に関与する

ことで，一般就労後の定着率を高めることができるこ

とが示唆される. 

さらに，一部のA型事業所では，一般就労した利

用者が再びA型事業所に戻らないような取り組みを

導入している事例がみられた．これは，以下の事業

所dのA型事業所職員の発言からも窺える． 

 

（A型事業所は）障害者の方にとって，収入が得

られるという面では，人気の（ある）施設である．一

度利用者が事業所を出てしまったら，平均人数を

揃えなければならないため，戻って来られないとい

うことをお伝えし，辞めていただいている．（中略）

わたし（職員）にしてみたら知っている人を（再び）

雇うことは楽である． 

 

このことから，A型事業所がいかに人気のある施設

であり，A型事業所から一般就労をする際には覚悟

を持って挑戦しなければならないことが分かる．  

 

(4) A型事業所の報酬改定による影響   

報酬改定による影響があると回答した A 型事業所

は 4事業所中 2事業所，報酬改定による影響はない

と回答した事業所は 4 事業所中 2 事業所であった．

また，報酬改定を受けて A 型事業所から B 型事業

所に変更した事業所が 1事業所あった．  

報酬改定による影響があったと回答した A 型事業

所では，主に経営状態に影響が出ていた．経営状

態に影響がでた要因として，A 型事業所のスコア評

価で重視される基準が，障害者に対する支援ではな

く，A 型事業所の生産性に変わったことが挙げられる．

報酬改定前よりも，利益を上げることに焦点を当てな

ければならなくなったため，安定したスコアをとるため

に，利用者全体の労働時間を平均5時間以上にしな

ければならない．しかし，労働時間の平均化を行うこ

とで，利用者になるべく早退しないようお願いしなけ

ればならなくなってしまい，報酬改定前よりも利用者



   

 

   

 

に対して手厚い支援をすることが難しくなったという

回答を得た． 

このことから，今までできていた利用者に対する支

援や利用者の休みに対する容認が，報酬改定に

よって困難になっていることが分かる．A型事業所が

利用者に対して手厚い支援をしたいという気持ちが

あっても，A型事業所の報酬改定が原因で困難にな

るというもどかしい状況になっている． 

 

(5) 他のA型事業所やB型事業所との連携の有無  

市役所主催の昼間に行われる支援活動を行う事

業所の会議では，A 型事業所と B 型事業所が関わ

ることがあるが，現時点では事業所同士の深い関わ

りはみられなかった．  

あるA型事業所は，「チャレンジマーケットあいづ」

で他のA型事業所やB型事業所と関わりを持ってい

ると述べていた．    

チャレンジマーケットあいづは，会津若松市内の

障害福祉サービス事業所で結成された団体であり，

事業所の「活動を知ってもらう，広める」といった目的

で，会津若松市内のイベントへの参加，企業見学・

実習をするなどの様々な活動を行っている16． 

しかし，実際には他のA型事業所やB型事業所と

の関わりを持たないA型事業所の方が多かった．  

  

(6) A型事業所で一般就労を希望する利用数 

一般就労を希望する利用者の人数は，以下の通り

である． 
 

A型事業所a：9名中6名   

A型事業所b：14名中3名   

A型事業所c：14名中2名 

A型事業所d：11名全員 

 

どのA型事業所でも一般就労を希望する利用者が

いることが分かる．しかし，一般就労を希望する利用

者は事業所内で1割程度のA型事業所が2事業所，

一般就労を目指す利用者が7割弱いるA型事業所が

1事業所とばらつきがあった．一般就労を希望する利

用者の割合は，事業所によってかなりの差がある．こ

のことから，一般就労に対する事業所独自の方針が，

利用者の一般就労に対する意欲に関係していると読

み取れる．   

就労を支援する外部機関との連携がある事業所

は，就労先の幅が広いため，一般就労が多くなって

いるのではないか．    

 

(7) 利用者と支援者の一般就労に対する意識  

A型事業所の職員は，一般就労支援への意識が

高いという傾向がみられた．しかし，事業所の目標と

 
16 会津若松市障がい者支援課（2022）より 

して一般就労への移行を考えていても，利用者に一

般就労の挫折経験がある場合や利用者が高齢であ

る場合は，一般就労へ移行することが困難になること

がある． 今回，調査を行ったすべてのA型事業所は，

利用者に対して，強引に一般就労を進めることはなく

利用者の状況を考え，一人ひとりに合わせた就労の

提案を行っていた．また，障害者を受け入れる企業

に，障害者の働き方に対して理解があるかを心配し

ているA型事業所の職員もおり，慎重に一般就労へ

の移行を進めていることが分かる．   

 

(8) 一般就労した利用者の就職した企業とのつな

がり  

A型事業所の利用者が一般就労した後，A型事業

所の職員は利用者本人に対して，6ヶ月のアフターケ

アを行うことができる．しかし，原則として利用者が一

般就労した企業と，直接やり取りができないことに

なっている．そのため，利用者が就職した後は障害

就業・生活支援センターに障害者のサポートを任せ

ているという回答を得た． 

このように，A型事業所の職員と一般就労した企業

とは直接やり取りができないため，企業は障害者へ

の接し方が分からず，障害者も働きづらいという状態

になってしまい，一般就労した後すぐに退職してしま

う事例もあった．早期の退職を防ぐためにも，企業と

A型事業所をつなぐ役割を持つ障害就業・生活支援

センターとのやり取りを強化したいという回答を得た． 

また，A型事業所の中には，事業所を運営してい

る法人やA型事業所の経営者・職員が障害者に対し

て就労定着支援サービスを行っている場合，就職し

た企業とつながりがある事例もあった．他にも，利用

者の受け入れ前に企業から打ち合わせや企業見学

の申し出があった事例もある． 

 

(9) A型事業所と民間企業との連携について 

民間企業が開催するマルシェへの参加や，チャレ

ンジマーケットあいづでA型事業所と民間企業が交

流することがある．しかし，イベント以外での連携が少

ないため，A事業所に理解のある民間企業とコラボし

て商品を開発し，利益を得ていきたいという意見が

あった． 

また、民間企業と継続的に関わる機会を増やし，

まずは民間企業の障害者に対する理解を深めていく

べきであると回答を得た．  

 

(10) その他の回答   

・ 一般就労後も利用者をサポートするために，

ジョブコーチの資格を取得したいが，条件が複

雑で，すぐに取得するのは難しい．  



   

 

   

 

・ 福島県の中通りや浜通りは，会津地域に比べて

利益になるA型事業所の仕事がある． 

・ 今後，A型・B型事業所で協力して事業を行う予

定がある．  

・ 農業協同組合と連携があり，施設外就労をして

いる． 

10.4 インタビュー調査のまとめ 

今回のインタビュー調査では，A型事業所から一

般就労へ移行するまでのプロセスを明らかにすること

ができた．A型事業所から一般就労へ移行する過程

は，利用者本人だけで就職活動を行う場合と利用者

とA型事業所の職員で就職活動する場合の2パター

ンに分けることができる．利用者本人だけで就職活

動を行うと，A型事業所の給料よりも一般就労後の給

料が低くなる場合や，早期の離職につながる場合が

ある．利用者本人だけで就職活動を行ってしまう理

由として，利用者が持つ本来の能力より，利用者の

自己評価が高いことが挙げられる．そのため，利用

者に自己分析をする習慣をつけるように指導してい

るA型事業所があった． 

また，A型事業所から一般就労への移行において，

一般就労後にA型事業所が，利用者を受け入れる企

業と直接やり取りができないという課題が分かった．

そのため，企業に障害特性に対する理解不足や，障

害者の働き方に対する認識のズレが生じる．その認

識のズレから障害者は働きづらい，企業もどう接した

らよいか分からないという状況が生まれて早期の離

職につながってしまう．  

また本研究では，A型事業所の報酬改定に着目し，

A型事業所から一般就労への移行についても調べを

進めた．その結果，A型事業所の報酬改定は，A型

事業所から一般就労への移行に影響は与えないが，

A型事業所の経営状態に影響することが分かった．

よって，一般就労への移行は，経営状態に左右され

ずA型事業所と利用者に一般就労に対する意欲が

あれば一般就労への移行は継続的に行われる．し

かし，利用者の一般就労後の定着率には，A型事業

所ごとに差がみられた．一般就労後の定着率が高い

A型事業所では，経営者や職員にジョブコーチの資

格保持者がいるか，または運営法人が就労定着支

援事業も同時に行っているという共通点が見られる．

このことから一般就労後の定着率は，A型事業所の

経営者・職員，またはA型事業所の運営母体が，就

労定着支援に精通しているかによって変化すること

が分かった． 

 

11. 本研究の考察 

伊藤（2010）はA型事業所から一般就労の移行に

ついて，3つに分類していた（伊藤,2010,p.115）． 
 

① A型事業所も一般就労への移行をめざすべき

である． 

② A型事業所は終身雇用の場である．  

③ 以上，2つのどちらかを利用者が選ぶことがで

きる． 

伊藤（2010）を参考に，今回インタビュー調査した

A型事業所を分類したところ，タイプ①が1事業所，

②が0事業所，③が4事業所であった．つまり，自分

の状況に合わせて利用者が働き方を選択できている

傾向にあることが分かった． 

また，①の「A型事業所も一般就労への移行をめ

ざすべきである」という考え方のみを持つ事業所が少

ない要因として，一般就労に対して能力が満たない

利用者がおり，A型事業所で働くことが利用者のため

になると判断する場合があるということが挙げられる．

このことから，一般就労することも重要であるが，A型

事業所は障害者にとってなくてはならない場所であ

るため，存続させなければならないのではないか． 

次に，A型事業所の経営に影響を与える報酬改定

について考察する． 

 

木下（2018）は，事業所の急増に伴い補助金頼み

の経営や悪質な事業所が増え，制度や自治体の管

理の甘さが原因と指摘している． 

 

事業所は6年間で5倍に急増したが、公的な補

助金を目当てに開業し、障害者に適切な仕事

を与えない悪質な事業所も増えているとみられ

る。収益が伸びずに，国から支給される補助金

に依存せざるをえない現実が見えてきた。専門

家は国の制度設計の不備や自治体のチェック

体制の甘さが背景にあると指摘している (木

下,2018,p.48) 

 

と述べられている． 

今回のインタビュー調査では，報酬改定により生

産性のスコアが低下して，A型事業所に対して国から

支給される給付金が減少した事例や報酬改定を受

けてA型事業所からB型事業所に変更する事例が

あった．悪質なA型事業所だけでなく，優良なA型事

業所も経営の危機に陥ってしまう場合があるというこ

とは，まだ国の制度や自治体の体制に課題があるの

ではないか．国には，悪質な事業所と優良な事業所

を適切に見極めてもらう必要がある．そのためには，

A型事業所の実態を把握してもらわなければ，A型

事業所の存続は厳しくなるばかりである． 

また，多田・細羽（2018）は，報酬改定により、精神

障害者の一般就労よりもA型事業所の働きやすさが

損なわれる可能性があると述べている． 

 

障害福祉サービス等報酬改定では週30時間の



   

 

   

 

勤務が求められるが，この改定は特に労働時間

の配慮が必要な精神障害者にとっては，一般

就労への移行の推進である以上にA型の「働き

やすさ」を失う可能性が懸念される（多田

ら,2018,p.53） 

と述べられている． 

今回，新たにA型事業所の報酬改定があり，スコア

の評価基準が変わり，生産性のスコアを高めなけれ

ばならなくなった．このことから，労働平均時間を安

定させるために，報酬改定前よりも長い労働時間を

求めなければならなくなったA型事業所や，利用者

を採用する時点で1日5時間働くことができる障害者

のみという条件を設定しているA型事業所があった．

この調査結果から，多田・細羽（2018）同様，新たな

報酬改定も利用者の労働時間の増加につながって

おり，A型事業所の働きやすさが失われているといえ

るのではないか． 

しかし，労働時間の長時間化はA型事業所を一般

就労への移行の訓練の場と捉えるのならば，一般就

労への移行に効果的であるともいえるのではないか．

それは，一般就労への移行において，A型事業所で

の仕事内容を完璧にするよりも，長時間勤務ができ

る，毎日休まず職場に行くことができるといった基本

的なことをできるようにすることが重要であるためであ

る．A型事業所は一般就労に向けた訓練を行う場所

としても機能するため，長時間働くことが困難な場合

はまずはB型事業所からスタートし，レベルアップを

目指していくという就労の流れがよいのではないか．  

また，江本（2021）は，指定基準改正により，不適

切な事業運営を抑制したが，経営に苦慮する事業主

にも影響を与え，A型事業経営に大きく影響している

と述べている． 

 

2017年の指定基準改正は，事業主が利益優先

で不適切な事業運営することを抑制する効果は

みられた。しかし同時に，障害者の支援のため

に努力しながらも経営に苦慮する事業主にも，

大きな影響を与えている。この2017年の指定基

準改正がA型事業経営に大きく影響しているこ

とは否めない(江本,2021,p.11)  

 

と述べられている． 

今回のインタビュー調査では，報酬改定の影響に

ばらつきがあった．ばらつきの要因として2つ挙げら

れる．1つ目は，仕事内容の違いである．今回調査を

行ったA型事業所は，事業所内の仕事のみを行うA

型事業所，事業所内の仕事に加えて施設外就労を

行うA型事業所の2つに分かれた．事業所内の仕事

のみを行うA型事業所は，施設外就労を行うA型事

業所に比べて収入が減ってしまうため，スコアの安定

が難しいという傾向がみられた．しかし，施設外就労

にも相手先の企業が倒産してしまう可能性があるとい

う懸念点もある． 

2つ目は，A型事業所を運営している法人の違い

である．今回インタビュー調査を行ったA型事業所の

中には，A型事業所を運営している法人に弁当を配

達し，安定した収入を得ている場合や，運営母体か

ら仕事を受けている事業所があった．つまり，A型事

業所の運営母体違いが，安定した収入の確保に影

響を与えているのではないか．しかし，どの事業所で

も運営母体を通さずにA型事業所として仕事を受け

ていきたい，A型事業所の収入だけで経営していき

たいという気持ちを持っていた． 

そのため，企業や人々の障害者に対する偏見を

なくしていく必要がある． 

以上のことから，事業所それぞれの経営状況・方

針にあったスタイルを見極めながらA型事業所を運

営しなければならない． 

 

12. 本研究の課題  

本研究の残された課題は主に以下の 2点である． 

第一に，調査対象が会津地域に偏ってしまったこ

とである．そのため，今後会津地域に絞らず様々な

地域の事業所に調査を行う必要がある．   

第二に，A型事業所を利用している障害者や一般

就労を果たした障害者にインタビューを行っていな

いことだ．今回は，雇用者・支援者視点で A 型事業

所から一般就労への移行について調査した．しかし，

障害者視点も調査することでまた違った調査結果が

出る可能性がある． 
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・ 厚生労働省,障害者の就労支援対策の状況（参照
2024-1-19) 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou_
00017.html) 
 

・ 内閣府, 障害者基本法,昭和四十五年五月二十一日
法律第八十四号（参照 2024-1-19）
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/
s45-84.html) 
 

・ 厚生労働省, 障害者就労に係る最近の動向につい
て（参照 2024-1-19） 
(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/00121
7872.pdf) 
 

・ 厚生労働省, 指定就労継続支援 A型における適正
な事業運営に向けた指導について（参照 2024-1-
19） 
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc18
64&dataType=1&pageNo=1) 
 

・ 会津若松市障がい者支援課,チャレンジマーケットあ
いづ（参照 2024-1-19） 
(https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/doc
s/2008090100028/) 
 

・ 一般社団法人,福祉経営研究機構（参照 2024-1-19） 
(https://wm-research.jp/blog/4832/) 
 

・ 厚生労働省,就労継続支援 A型の状況について（参
照 2024-1-19） 
(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/00133
0913.pdf) 
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